
第１０６号議案 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 概 要 

  令和４年１０月１日から国家公務員の期間業務職員（一会計年度内に限って臨時的に置か

れる非常勤職員。特別区のフルタイム会計年度任用職員に当たり、育児休業法に基づく臨時

的任用職員も対象となる。）における退職手当の支給要件が一部緩和されたことを踏まえ、国

家公務員との均衡を図るため、品川区においても同様の改正を行う。

２ 改正内容 

  フルタイム会計年度任用職員等の退職手当支給要件として定める「常勤職員について定め

られている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて６月を超えるに至った者

で、引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの」における『18日以上』の

要件について、「１か月間の勤務日数（週休日、休日、代休日等は含まれない。）が20日に満

たない場合（①）は、18日から、20日と当該20日に満たない日数（①）との差に相当する日

数（②）を減じた日数（職員みなし日数）（③）」以上とする。 

≪参考：１か月の勤務日数が20日未満の例≫ 

  ■ 令和５年２月の勤務日数 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

２６ ２７ ２８ 

  ■ 職員みなし日数の計算方法 

   ① １か月の勤務日数：19日  ② 20日と①との差に相当する日数：１日（20日－19日） 

   ③ 18日から②を減じた日数（職員みなし日数）：17日（18日－１日） 

  ※ 区においては、現在、本条例の対象となるフルタイム会計年度任用職員等はいないた

め、改正による影響はない。 

３ 施行期日 

公布の日 

総 務 委 員 会 資 料 

令和 ４年 １ ２月 ２ ２日 

総 務 部 人 事 課 
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職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（案） 

改正後 改正前 

（支給対象） （支給対象） 

第２条 （第１項省略） 第２条 （第１項省略） 

２ 前項第４号に規定する勤務形態が同項第１号から第３号までに掲げる職

員に準ずるものとは、常時勤務を要する職員について定められている勤務

時間以上勤務した日（法令または条例もしくはこれに基づく規則その他の

規程により、勤務を要しないこととされ、または休暇を与えられた日を含

む。）の数（以下「勤務日数」という。）が18日（１カ月間の日数（職員

の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成10年品川区条例第５号。以

下「勤務時間条例」という。）第18条第１項の規定およびその他の規程に

よる週休日等（勤務時間条例第４条および第５条の規定による週休日、勤

務時間条例第10条および第11条の規定による休日ならびに勤務時間条例第

12条第１項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。）に相当す

る日は、算入しない。）が20日に満たない日数の場合にあつては、18日か

ら20日と当該20日に満たない日数との差に相当する日数を減じた日数。以

下「職員みなし日数」という。）以上ある月が引き続いて６月を超えるに

至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務

することとされているものをいう。 

２ 前項第４号に規定する勤務形態が同項第１号から第３号までに掲げる職

員に準ずるものとは、常時勤務を要する職員について定められている勤務

時間以上勤務した日（法令または条例もしくはこれに基づく規則により、

勤務を要しないこととされ、または休暇を与えられた日を含む。以下同じ。）

が18日以上ある月が引き続いて６月を超えるに至つた者で、その超えるに

至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

をいう。 

 （退職手当の支給）  （退職手当の支給） 

第３条 （第１項省略） 第３条 （第１項省略） 

２ 前項の規定による場合のほか、前条第１項第４号に掲げる職員のその月

の勤務日数が職員みなし日数に達しないこととなつたときは、その月の末

日において退職したものとみなして退職手当を支給する。 

２ 前項の規定による場合のほか、前条第１項第４号に掲げる職員のその月

の勤務日数（常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上

勤務した日に限る。次項において同じ。）が18日に達しないこととなつた

ときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給す

る。 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、同項第４号に規定する再び育児休

業法に基づく臨時的任用職員となつた者のその月の勤務日数が職員みなし

日数に達しないこととなつたときは、その月の末日において退職したもの

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、同項第４号に規定する再び育児休

業法に基づく臨時的任用職員となつた者のその月の勤務日数が18日に達し

ないこととなつたときは、その月の末日において退職したものとみなして
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改正後 改正前 

とみなして退職手当を支給する。 退職手当を支給する。 

（第４項省略） （第４項省略） 

 （退職手当の調整額）  （退職手当の調整額） 

第10条 （第１項から第４項まで省略） 第10条 （第１項から第４項まで省略） 

５ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月（現実に職務に従事す

ることを要する日（次に掲げる期間（無罪の判決が確定した場合における

第２号に掲げる期間を除く。）以外の期間における週休日等ならびに勤務

時間条例第18条第１項の規定およびその他の規程による週休日等に相当す

る日以外の日をいう。）のあつた月を除く。）をいう。 

５ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月（第１号から第６号ま

でおよび第８号に掲げる期間のある月にあつては現実に職務に従事するこ

とを要する日のあつた月を除き、第７号に掲げる期間のある月にあつては

育児短時間勤務等（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第110号）その他の法律の規定による育児短時間勤務および育児短時間勤務

の例による短時間勤務をいう。以下同じ。）の期間以外の期間における現

実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。）をいう。 

 （第１号から第５号まで省略）  （第１号から第５号まで省略） 

 (６) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

110号）その他の法律の規定による育児休業をいう。以下同じ。）の期間

(６) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の

規定による育児休業をいう。以下同じ。）の期間 

 (７) 育児短時間勤務等（地方公務員の育児休業等に関する法律その他の

法律の規定による育児短時間勤務および育児短時間勤務の例による短時

間勤務をいう。以下同じ。）の期間 

(７) 育児短時間勤務等の期間 

 （第10号省略） （第10号省略） 

（第６項および第７項省略） （第６項および第７項省略） 

 （勤続期間の計算）  （勤続期間の計算） 

第11条 （第１項省略） 第11条 （第１項省略） 

２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退

職した日の属する月までの月数（第２条第１項第４号に掲げる職員にあつ

ては、引き続いた勤務日数が職員みなし日数以上ある月の月数）による。

２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退

職した日の属する月までの月数（第２条第１項第４号に掲げる職員にあつ

ては、引き続いた常時勤務を要する職員について定められている勤務時間

以上勤務した日が18日以上ある月の月数）による。 

（第３項から第８項まで省略） （第３項から第８項まで省略） 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第13条 （第１項省略） 第13条 （第１項省略） 
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改正後 改正前 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合にお

いて、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員または職員以外の者で

勤務日数が職員みなし日数以上ある月が１月以上あるもの（季節的業務に

４月以内の期間を定めて雇用され、または季節的に４月以内の期間を定め

て雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務し

たものに限る。）であつた者（以下この項において「職員等」という。）

であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むもの

とし、当該勤続期間または当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期

間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間

を除く。 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合にお

いて、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員または職員以外の者で

常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日が

18日以上ある月が１月以上あるもの（季節的業務に４月以内の期間を定め

て雇用され、または季節的に４月以内の期間を定めて雇用されていた者に

あつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。）であ

つた者（以下この項において「職員等」という。）であつたことがあるも

のについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間ま

たは当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているとき

は、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。 

 （第１号および第２号省略)  （第１号および第２号省略) 

（第３項から第14項まで省略） （第３項から第14項まで省略） 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（令和４年品川区条

例第  号）の一部を次のように改める。 

第10条第５項の改正規定中「第10条第５項各号列記以外の部分中「第１

号から第６号までおよび第８号に掲げる期間のある月にあつては現実に職

務に従事することを要する日のあつた月を除き、第７号に掲げる期間のあ

る月にあつては育児短時間勤務等（地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号）その他の法律の規定による育児短時間勤務および

育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。）の期間以外の

期間における現実に職務に従事することを要する日」を「現実に職務に従

事することを要する日（次に掲げる期間（無罪の判決が確定した場合にお

ける第２号に掲げる期間を除く。）以外の期間における週休日等（職員の
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改正後 改正前 

勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成10年品川区条例第５号）第４

条および第５条の規定による週休日、同条例第10条および第11条の規定に

よる休日、同条例第12条第１項の規定により指定された代休日ならびにそ

の他の規程によるこれらに相当する日）以外の日をいう。）」に改め、同

項第８号を同項第10号とし、同項第７号中「育児短時間勤務等」の次に「（地

方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規定による育児短時間

勤務および育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。）」

を加え、同号を同項第９号とし、同項第６号中「地方公務員の育児休業等

に関する法律」の次に「（平成３年法律第110号）」を加え、同号を同項第

８号とし、同項第５号を同項第７号とし」を「第10条第５項第８号を同項

第10号とし、同項第５号から第７号までを２号ずつ繰り下げ」に改める。

【付則第２項による改正後の第10条第５項の条文】 

第10条 （第１項から第４項まで省略） 第10条 （第１項から第４項まで省略） 

５ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月（現実に職務に従事す

ることを要する日（次に掲げる期間（無罪の判決が確定した場合における

第２号に掲げる期間を除く。）以外の期間における週休日等ならびに勤務

時間条例第18条第１項の規定およびその他の規程による週休日等に相当す

る日以外の日をいう。）のあつた月を除く。）をいう。 

５ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月（第１号から第６号ま

でおよび第８号に掲げる期間のある月にあつては現実に職務に従事するこ

とを要する日のあつた月を除き、第７号に掲げる期間のある月にあつては

育児短時間勤務等（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第110号）その他の法律の規定による育児短時間勤務および育児短時間勤務

の例による短時間勤務をいう。以下同じ。）の期間以外の期間における現

実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。）をいう。 

 （第１号から第４号まで省略）  （第１号から第４号まで省略） 

（５） 高齢者部分休業（地方公務員法第26条の３の規定による高齢者部

分休業およびその他の規程によるこれに相当する休業をいう。）の期

間 

（６） 自己啓発等休業（地方公務員法その他の法律の規定による自己啓

発等休業をいう。以下同じ。）の期間 

（７） 配偶者同行休業（地方公務員法その他の法律の規定による配偶者

同行休業をいう。次条において同じ。）の期間 

（５） 配偶者同行休業（地方公務員法その他の法律の規定による配偶者

同行休業をいう。次条において同じ。）の期間 
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改正後 改正前 

(８) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

110号）その他の法律の規定による育児休業をいう。以下同じ。）の期

間 

(６) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規

定による育児休業をいう。以下同じ。）の期間 

(９)  育児短時間勤務等（地方公務員の育児休業等に関する法律その他

の法律の規定による育児短時間勤務および育児短時間勤務の例による

短時間勤務をいう。以下同じ。）の期間 

(７) 育児短時間勤務等の期間 

（１０） 大学院修学休業の期間（教育公務員特例法第26条第１項の規定

による大学院修了休業の期間をいう。） 

（８）大学院修学休業の期間（教育公務員特例法第26条第１項の規定によ

る大学院修了休業の期間をいう。） 

（第６項および第７項省略） （第６項および第７項省略） 
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